
 

改革計画（「漁船漁業」定置網漁業を含む）の公募について（令和 6 年２回目） 

 
令和６年８月９日 

特定非営利活動法人水産業・漁村活性化推進機構 
 

「漁業改革推進集中プロジェクト運営事業実施要領」第２の２の（２）に基づいて、以
下のとおり改革計画を公募します。 

中央協議会による認定を受けようとする場合は応募してください。 
 
１ 新規認定可能予算額 

7,049百万円 
（「漁業改革推進集中プロジェクト運営事業実施要領」第２の２の（１）に基づき決
定） 

 
２ 認定の判断方法 

中央協議会による認定の可否の判断は、別添の審査基準により行います。中央協議会
の審査の結果、一定の水準に達していないと評価された改革計画は認定されません。ま
た、新規認定可能予算額を超える複数の改革計画の応募があった場合は、それぞれの改
革計画が一定の水準に達すると評価されたとしても新規認定可能予算額の範囲で評価の
高い順に認定されます。 

 
３ 改革計画書の提出に際しての注意点 

①  別添審査基準の右欄に掲げる緑色「◎」は、支援メニューごとの必須項目であ 
るため、改革計画書には全て網羅するよう作成してください。（記載漏れが発生する
場合、中央協議会において認定されない場合があります。仮に認定を受けたとして
も、支援ができない場合があります。ご注意ください。） 

①  緑色「◎」以外の項目については、必須項目ではありませんので、必ずしも改革
計画書に記載する必要はありません。 

② また、改革計画書は、実施する考えのない項目については記載しないでください。
確実に取組む内容のみを記載してください。（６④参照） 

③  今回の公募対象となる漁業は、「漁船漁業」（定置網漁業を含む）です。 
（養殖業は公募の対象となりません。養殖業で希望する場合は、当機構にご相談くだ

さい。） 
 

４ 改革計画書の提出期限 
令和６年９月13日（金）午後４時 
（改革計画の審査・認定を行う中央協議会は１０月１６日(水)に開催を予定してお
ります。） 

 
 
 
 



５ 提出方法 
①提出内容：地域協議会で作成された改革計画書、資料編など添付資料一式、地域協

議会運営事務局担当者及び作業される担当者の連絡先（電話、メールア
ドレス） 

②提出先：事業主体（特定非営利活動法人水産業・漁村活性化推進機構。以下「水漁
機構」という。） 

③提出方法：以下のメールアドレスまで電子ファイルにて提出 
水漁機構・構造改革班：kozokaikaku@fpo.jf-net.ne.jp 

 
６ その他の条件等 

① 改革計画書の作成者及び提出者は、地域協議会とその事務局となります。改革計画
書は、資源や水揚高減少等の変動リスクを考慮した上で作成された収益性向上の取組
である必要があり、収支見通しを含めた改革計画の妥当性について地域協議会の構成
員の同意が得られていない場合は応募できません。また被用船予定者の新船建造にあ
たり融資機関から必要な額の融資を受ける見通しが立っていない場合は、改革計画の
実行が困難であることから応募できません。 

② 次に掲げる関係通知等に従うことに同意いただける場合のみ提出が可能ですので、

関係通知等をしっかり確認してください。 

・漁業構造改革総合対策事業の注意事項について 

・漁業構造改革総合対策事業について（概要） 

・水産業体質強化総合対策事業費補助金交付等要綱 

・もうかる漁業創設支援事業実施要領 

・漁業改革推進集中プロジェクト運営事業実施要領 
※これらの関係通知等は、すべて水漁機構のホームページの「漁業構造改革総合対策事業」のサイ

トに掲載されています。 

③  原則として、５年間の事業期間中、計画どおりに履行できる漁船を用いること。 
（船齢が古く、途中で代船に依らなければ改革計画の履行が困難となる漁船は用

いない。但し、水産庁の要請により、緊急対策として令和4年度に設けられた不漁
対策（もうかる漁業創設支援事業実施要領第１の１の（２）のカ）については支援
期間の終了後については除きます。） 

④  合理的な理由なく改革計画どおり実施しなかった場合は、支援金の一部または全
部を基金に返還していただく場合があります。 

⑤  地域協議会は、改革計画の作成にあたり、事業主体に対して専門家（中央協議会委
員等）の派遣等の支援を求めることができます。これは提出前に終えてください。 

⑥  提出後であっても、記載に不備がある場合、記載の修正を求める場合がありま
す。 

⑦ なお、令和４年１月 28 日付け水産庁漁船漁業対策室事務連絡（「支援を受けた 

漁船の売却等の取扱いについて」）により周知しているとおり、原則として、もう
かる漁業創設支援事業の支援を受けた対象漁船の耐用年数期間内に、売却・貸出等
により利益を得ることは認められません。仮にそれによって利益を得た場合、もう
かる漁業の実証期間中に受けた助成の一部又は全部の返還を求める場合がありま
す。 

 


